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男女共同参画に関するアンケート 

【ご協力のお願い】 

宍粟市では、社会や地域、家庭において、性別に関わりなく個性を活かした多様な選択の機会が確保

でき、誰もが共に責任を担っていく社会の実現を目指して、様々な取組を進めています。 

今回、こうした取組をより効果的に進めるため、高校２年生の皆さまにアンケートをお願いすること

にしました。日常で感じていること、思っていることなどをお聞かせください。 

なお、調査結果は統計的に処理するため、回答者が特定されるようなことはありません。また、他

の目的に使用することもありません。 

令和６年９月 

宍粟市市民生活部人権推進課 

 

設問は全部で10問です。回答は10月4日（金）午後5時までにお願いいたします。 

回答フォームのURL          QRコード 

 https://logoform.jp/f/tFozj 

     

 

 

問１ お答えいただいたことを統計的に分析するため、あなたの性別を教えてください。 

１．男性 ２．女性 ３．わからない ４．どちらでもない 

問２ 次にあげる言葉やことがらについて、知っているか、または聞いたことがありますか。あるも

のすべてを選んでください。 

１．男女共同参画 ２．男女雇用機会均等法 ３．ジェンダー ４．デートDV 

５．ワークライフバランス（仕事と生活の調和）   

問３ 次にあげる分野で、男女は平等だと思いますか。 
あてはまる番号をそれぞれの項目について１つ選んでください。 

 

 
男女平等で

ある 

女性の方が

優遇されて

いる 

どちらかと

いえば女性

の方が優遇 
されている 

男性の方が

優遇されて

いる 

どちらかと

いえば男性

の方が優遇 
されている 

 

わからない 

家庭生活 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

学校生活 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

法律や制度の上 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

社会全体として 

（慣習や地域のしきたりなど） 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

問４ 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という、性別によって役割を固定する考え方につ

いて、あなたはどう思いますか。 

考えに近いものを１つ選んでください。 
 

１．賛成 ２．どちらかといえば賛成  

３．どちらかといえば反対 ４．反対 ５．わからない 
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問５ あなたの家庭では、次にあげるようなことを主に行っているのは誰ですか。 

あてはまる番号をそれぞれの項目について１つ選んでください。 
ただし、同程度に協力して行っている場合は、その人すべての番号を選んでください。 

 

 母親 父親 自分 きょうだい 
その他の 
家族 

そのような 
仕事はない 

食事の用意・後片付け １ ２ ３ ４ ５ ６ 

洗濯 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

掃除 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

高齢者、病人の世話や介護 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(幼い)子どもの世話 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

問６ あなたが次のことを考えるとき、「男だから」、「女だから」といった考え方が影響する（ま

たは影響した）と思いますか。 

あてはまるものをすべて選んでください。 

１．習い事 ２．入学する高校、選考する学科 

３．クラブ活動（学校外のものも含む） ４．生徒会役員 

５．趣味や遊び ６．服装や言葉づかい、行動 

７．今後の進路・就職先 ８．その他（           ） 

 

 

問７ あなたが理想と考える将来の働き方はどのようなものですか。考えに近いものを１つ選んで

ください。 

１．経営者や管理職となるよう努力し、仕事で自分の力を発揮したい。 

２．出世しなくてよいから、自分にあった仕事を長く続け、力を発揮したい。 

３．家庭生活の充実を第一に考え、仕事は無理のない範囲でしたい。 

４．仕事と家庭を両立し、どちらも充実した生活のできる働き方をしたい。 

５．できれば仕事はせず、家庭で家事・育児をしていたい。 

６．その他（                              ） 

７．考えたことがない 

 

 

問８ もしあなたが将来子どもを持ったとき、子育てをどのように行っていきたいと思いますか。

考えに近いものを１つ選んでください。 

  

１．夫婦ともに育児休業を取得して子どもを育てる 

２．妻が育児休業を取得して子どもを育てる 

３．夫が育児休業を取得して子どもを育てる 

４．夫婦ともに育児休業を取らずに保育施設の利用や家族などの協力により子どもを育てる 

５．妻がいったん仕事を辞めて子育てに専念する 

６．夫がいったん仕事を辞めて子育てに専念する 

７．その他（                              ） 

８．考えたことがない 

育児休業とは、子どもが満 1 歳になるまで、夫婦のどちらかが仕事をしていなくても男性も女性も育児のため

の休みを取得することができる制度です。また、「パパママ育休プラス」を利用すると、両親が共に育休を取

るときに、休みを延長することができます。 
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問 ９ 次のテーマについて、あなたは学んだことがありますか。また、学んだことがある場合、

その「学んだ時期」について当てはまると思う番号を選んでください。 
 

 学びの有無 ある場合、右へ 
あてはまるすべての 
時期の番号に○ 

学んだ時期 

ある なし 小学校 中学校 高校 

男女の体の発育・発達 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

受精・妊娠・出産 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

ジェンダー、男女平等参画 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

デートＤＶなど暴力の対策 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

ＨＩＶ（エイズ）・性感染症の 
予防 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

セクシャル・マイノリティな 
どの性の多様性 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

 

問 10 「男女共同参画社会」とは、次にあげるような社会であると考えられています。この中で

あなたが実現したい社会はどれですか。 

考えに近いものを３つまで選んでください。 

１．法律や制度の上で男女の差がない社会 

２．行政機関の重要な役職や企業の管理職などに一定の割合で女性が就任している社会 

３．男女ともに仕事と生活の調和がとれている社会 

４．新たなアイディアや色々な考え方が活かされる社会 

５．男女が責任を分かち合い、性別に関わりなく個性と能力を発揮することができる社会 

６．男女を取り巻く偏見や昔からの決まり、慣習、しきたりなどが解消された社会 

７．自分の生き方を自身で設計・実現でき、一人ひとりが自立した豊かで活力のある社会 

８．その他（                     ） 

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 


